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第 1章 統合をめぐる理論の検討とマレーシアにおけるその事例的考察 

 

 

はじめに 

 

 マレーシアは、多元社会、多民族国家であり、マレー人、華人、インド人の他、オラン

・アスリ等の複数のエスニック・グループを抱えている。イギリスによる植民地を経験し、

その統治政策から今日のような社会構成ができあがっているといっても過言ではない。土

着のマレー人が定住する地に、貿易等により移住し、定住した先人の華人に加えて、その

後植民地経営におけるゴム園や錫鉱山採掘等のために労働者として入植した華人、インド

人たちの定住、定着を経て、マレーシアが成立した。マレーシアにとって、最大の国家的

目標は、これらの複数の民族、エスニック・グループを一つの国家、一つの国民へと束ね

ていくことである。 

 これは、文字どおり統合の問題である。統合は、統合論では概して次のような過程に沿

って展開すると想定されている。個別的に存在していた地域間に交通、物流、人や情報の

交流のネットワークが形成され、それらを通してやがて地域共同体は、一つの国家を構成

するに至る。あるいは、個々の民族集団、共同体に属していた人々は、コミュニケーショ

ン・ネットワークを介し、国民という意識を共有するようになる。こうした統合の過程を

経る中で、国家と国民が共棲する国民国家が形成される。 

 しかし、今日、一国民＝一国家という国民国家の原則が揺らいでいる。洋の東西を問わ

ず、大半の国家は多様な民族と文化から構成され、この課題にいかに対処すべきか苦悩し

ている。近年、同質性を前提とする古典的な統合論に代わり、国家の多元性という現実を

踏まえ、エスニシティ、エスニック・グループ等の概念を取り入れた統合のあり方を考察

する議論が盛んになっている。民族、文化、言語、宗教等の違いを乗り越えて、分裂せず

に、統合を果たしている多極共存型民主主義（Consociational democracy）といわれる体制を

評価し、多元社会の統合の問題を考えようとする理論がある。一方、実際に民族、文化の

多様性を受け止め、政治体制のあり様を考察しようとする理論もある。これは文化的多元

主義（Cultural pluralism）、多文化主義（Multiculturalism）といわれる体制、主張について

議論するものであるが、民族、文化、言語をどう位置づけるかについて、文化的多元主義
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と多文化主義で異なってくる。実際にどの体制が施行されるかは、理念、イデオロギー、

マジョリティの政治的指向、歴史的背景等に依存している。多極共存型民主主義の理論、

文化多元主義、多文化主義の理論にしても、多民族国家にとって、国情を踏まえた統合に

向けた体制づくりを考える際の、一つの有用な枠組みとなるのではないかと思われる。 

 本章ではこれらの議論に沿ってマレーシアの統合の実情を考えていきたい。まず、古典

的な統合論で論じられた統合をマレーシアの統合過程に即して批判的に検討し、それを踏

まえて改めてマレーシアの統合を考察する。次に、多元社会における多極共存的民主主義

の議論に沿って多極共存的な体制のあり様、要件等を分析し、かつてこれに類する体制を

敷いたマレーシアの経験から得られた課題を検証する。そして、最後に文化的多元主義、

多文化主義の体制、政策、あるいは主張に関する議論を検討し、それらがマレーシア社会

の統合の指標となる可能性について考察する。 

 

 

第１節 統合の理論的視座とマレーシアの統合、国家・国民形成の過程 

 

 マレーシア社会の統合の問題について考察するにあたり、統合論の古典とされるカール

・ドイッチュによれば、段階的に、あるいは時に並行して進行する六つの過程、すなわち

国へ向けての発展、言語の統合、エリートの統合、国民の統合、国民概念の形成、政治・

行政統合を通して、国家と国民が形成されるという1。そこで、この過程に沿ってマレーシ

アの国家統合、国民統合が果たされる過程を見ていきたい。 

 まず、国へ向けての発展である2。これは定住と輸送による統合の過程である。人々は、

環境、地勢、資源、物流等の条件によって、特定の地域に定住し始める。やがて、複数の

密集した地域が形成される。それらの定住地域群が、街道、コミュニケーション、経済活

動によって結びつく時、人々は漠然とながらも自らの国について意識し始めるようになる。

ドイッチュにおいては、この場合の国とは、「高度な相互依存関係にある地域」と定義さ

れる3。人々は、こうした結びつきの中に、共同体として国を思い描く。ドイッチュは、こ

の意識の中にナショナリズムの原型を見ることができると述べている4。マレーシアのケー

スでは、イギリスによる植民地化以前から、国に類した地域が形成されていた。マレー半

島全域を一つの高度な相互依存関係を持つ存在として捉えることは、マラッカ王国時代に

まで遡ることができる5からだ。 
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 次に、言語が統合されていく過程である6。国家となる枠組みの中には、ほとんどの場合、

複数のエスニック・グループが存在する。それらは、地理的、社会的、文化的条件によっ

て分断され、相互の交流も乏しく、別個の言語を話す。しかし、統合にあたっては、意思

の疎通、情報の交換、統治の円滑化等のために、言語の統一が不可欠なのはいうまでもな

い。そのため言語政策が実施され、国語、公用語、行政用語等、共通語の統一が果たされ

る。マレーシアを考えた場合、エスニック・グループごとに話す言語も異なることが、言

語の統一を妨げる大きな障壁となった。マレー人は、マレー語、先人の華人は英語を話し、

後続の華人はマンダリンも話すが、殆どが広東語、閩南語等の中国語方言を母語とする。

インド系は、タミル語、もしくは英語を話す。マレーシアは現在、このように多様な言語

的背景を抱えつつ、ナショナリズムの高揚のためにマレー語によるマレーシア語を国語、

公用語としている7。 

 三つ目は、エリートの統合である8。ここでは、エスニック・グループの共同体を代表す

るリーダーたちの間での連携、関係の強化がはかられる。マレーシアを見た場合、2017年

に野党が勝利するまでは与党の BN、さらに遡ればアライアンスが政権を握ってきた。ア

ライアンス、BNは、それぞれマレー系の UMNO、華人系のMCA、インド系のMIC等か

ら構成されてきた。連立の与党政権を支える政治家たちは、各エスニック・グループ、共

同体の利益を代表する一方で、全体として一つの政治的エリート集団を形成している。あ

る種の微妙なバランスの上に立つエリート間の皮相的な統合が、マレーシアに相対的な政

治的安定をもたらしている要因の一つになっている。 

 四つ目は、国民へ向けての統合の過程である9。これは、エスニック・グループから国民

へ向けての統合で、一つの国民文化への意識の拡張の過程と捉えられている。そこでは、

社会・文化的に異なったエスニック・グループは、共通語、公用語を受け入れ、さらに共

通の文化を受容する。その中で、出自と帰属意識を超えて、やがて国民なるものへと意識

の転換がはかられると考えられている。現実には、この段階の統合が容易でないことは、

多くの第三世界諸国で見られる民族対立、内紛の歴史が物語っている。マレーシアのケー

スは、国民統合が果たされているかに見えるが、現実は縦割り的な関係にあるマレー人、

華人、インド人が、自らのエスニック・グループの枠を越えて、共通の意識、アイデンテ

ィティを持っているとは思えず、敢えていえば同床異夢の統合だといえる。 

 五つ目は、前項の延長線上にある国民が創出される過程である。ドイッチュは、国民と

は、「共通の意味とコミュニケーションを所有している人々の集団、あるいは共同体であ
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る」と捉えている10。人々の間で、言語によるコミュニケーションの共有を通じて、意思の

疎通がはかられ、相互理解がなされる。さらに社会的地位の保全、業績と富の達成等を通

して、想像の共同体11が形成される。相互の信頼関係を基盤とするこの共同体は、人々の間

に利益の分配と報酬に対する信用と期待に裏付けられた、共通の感覚と意識を創り出す。

ここに至って、意味とコミュニケーションを共有する単なる人々の集合体が、国民なるも

のへと転化し、緩やかな統合が果たされるとされる。マレーシアでは、既に述べたように、

公用語はナショナル・アイデンティティを醸成するためとして、マレーシア語とされた。

しかし、エスニック・グループの母語、言語ナショナリズムが異なることを考えれば、共

通言語とそれによるコミュニケーションと意味の共有という視点から、マレーシア国民が

創出される過程を想像することは難しいと思われる。また、マレー人の特権的な地位、出

自優先、華人への富の偏在等、両者の間では相互に不満と不信が潜在的に渦巻いており、

ドイッチュの描く統合過程から、国民の創出を想像するのは難しいように思われる。マレ

ーシア社会が、破滅的な分裂に到らないのは、一つにはマレー系と華人における相互補完

性、つまりどちらかが不在になることによるマレーシア社会の存立不能の危機を意識的に

回避しようとしているからではないかと考えられる。そして、ルシアン・パイが述べてい

るように12、マレー人、華人の共同体のリーダーたちが、お互いに特定のエスニック的な利

害を強調し、過度に挑戦的になることを避けてきたからだと考えられる。 

 最後に、政治統合による国家が形成される過程である13。そこでは、国家と国民が結びつ

き、さらに行政統合が果たされることで、国民国家が成立するとされている14。まずは、国

家、国民の統合である。国家は、官僚、政治家等の政治的エリート層と大衆という階層か

ら構成されている。そして、近代国家は、合法的な支配と服従の共同体に基盤をおいてい

る。そこでは、政治的エリートである統治者は法律を策定、運用し、一方の大衆、被治者

はその法律を遵守し、服することに同意する。この合法化と制度化を通して、国家と国民

が結合される。次に、政府レベルの統合である。中央政府による地方政府の統治という形

態が整い、その体制の正当性が容認されることで行政統合が果たされる。その場合、中央

政府を頂点として、ピラミッド的に地方政府を管轄する中央集権的統合と、地方政府にあ

る程度の自治が付与される地方分権的統合がある。それぞれの政治体制はこの両極線上の

どこかに位置づけられる。マレーシアの場合、この政治統合において、必ずしもドイッチ

ュ的統合論に見られるような過程を経てきたわけではない。というのも、マレーシアでは、

マラッカ王国を母体とするスルタンによる支配体制が築かれた。その後の移住、定住した
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華人、インド人の共同体の形成、またその間に敷かれたイギリスの植民地統治にあっても、

スルタン体制は継続された。戦後、近代国家という枠組において、マレー中心的な統治の

構造が、マレー人、華人、インド人の三つの共同体を代表する政党のエリートによる連立

政権の樹立等を通して、合法化、具現化された。中央政府の正当性は、マレー優先主義と

それぞれを代表する三党の微妙なバランスの上に立つ連立によって保たれてきたのであ

る。一方の行政統合についても、スルタンによる支配とイギリス統治時代の領域を継承す

るという形をとり、戦後シンガポールの統合と独立、サバ、サラワクの統合という歴史を

経て、今日の連邦制だが、中央集権的な体制が築かれてきた。 

 このように、マレーシアにおける統合は、ドイッチュ流の理論には必ずしも当てはまら

ない。しかしながら、それは決して例外というわけではない。むしろ同様のことが、大半

の非西洋諸国についていえる。そもそもドイッチュに代表される統合論は、西ヨーロッパ

という特定の地域での歴史、経験、事象から導き出された理論である。その意味で、それ

はあくまで括弧付きの一般化である。したがって、それを西ヨーロッパ以外の世界に単純

に当てはめて論ずることはできないのはいうまでもない15。改めて強調することでもない

が、文字どおり、西洋諸国であれ、非西洋諸国であれ、それぞれに全く違った文化と伝統

を持ち、異なる歴史的な経路、段階、事象を経験してきているからである16。 

 戦後、独立した新興諸国にとっての理想型は、確かに西洋的な国家建設、国民形成であ

り、国民国家の原則と概念に沿ったものであった。しかし、今日ではそれを支えた古典的

な統合論は、一元的だとして多様な民族、文化を抱える非西洋世界の現実によって批判さ

れてきた。さらにいえば、その統合のモデルとなった西ヨーロッパ諸国ですら、単一な民

族から構成されているわけではないことが改めて認識されている。そこで、新たな概念で

あるエスニシティ、エスニック・グループという視点を含め、統合のあり方が問い直され

るようになった。翻って、非西洋世界の諸国は、想像以上に多文化、多民族国家であるこ

とが、改めて認識され、それを一つの国民国家へと束ねていく統合という作業が、いかに

難しいかが明らかになった。 

 

 

第 2節 多極共存型民主主義モデルのマレーシアにおける実験 

 

  マレーシアの現実的な統合について考えるにあたって、多元社会における政治体制、統
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合のあり様を検証した理論を中心に見ていきたいと思う。 

 オランダ出身の政治学者アーレンド・レイプハルトは、ヨーロッパにおいて、ベルギ

ー、オランダ、オーストリア、スイス等の多元社会である国家が、民主主義体制を形成

し、統合に成功している点に注目した。彼は、それを多極共存型民主主義体制と称した

17。レイプハルトが、この体制をヨーロッパという西洋諸国を越えて、第三世界諸国、例

えばマレーシア、あるいはレバノンに適応して分析することを試みている点に注目した

い。レイプハルトが、多極共存型民主主義体制の議論を展開した背景には、アングロ・サ

クソン型民主主義体制の優位という暗黙の了解に対する疑義があった。すなわち民主主義

体制は、多数決原理に基づく体制で、アメリカ、イギリス等の同質な社会には適していて

も、宗教や民族で分断されている多元社会では円滑に機能しないのではないかという考え

に疑問を抱いたことにある18。 

アングロ･サクソン型民主主義の優位性という考えは、比較政治学者のガブリエル・アー

モンドに由来する。アーモンドは、政治システムを民主主義と政治的安定、統合という視

点から、アメリカとイギリスから成るアングロ・サクソン型、フランス、ドイツ、イタリ

アを対象とした大陸ヨーロッパ型、産業化以前型、全体主義型の４つに分類した19。彼は、

その中でもアングロ・サクソン型20の政治体制の優位性を確信していた。つまりアングロ・

サクソン型の体制は、社会の同質性を前提として二大政党の政権交代によって、安定した

政治の実施、相対的な統合をなしえている、いわば典型的な民主主義体制だと考えたので

ある21。こうした考えが、学界の主流となっていた。 

 しかしながら、先に触れたように、ベルギー、オランダ、オーストリア、スイス等の多

元社会であっても、政治的な安定と統合が果たされている事例が見出された。レイプハル

トによれば、多元社会とは、区画的亀裂によって、分断されている社会である。すなわち、

区画的亀裂といわれる、宗教的、イデオロギー的、言語的、地域的、文化的、民族的ある

いは人種的な区画的亀裂によって分断されている社会である22。これら宗教、言語、文化等

の政治文化の違いを乗り越えて統合を目指す体制が、ここで取り上げる多極共存型民主主

義体制である。 

 この多極共存型民主主義体制は、4つの機能によって維持されるとされる23。まず、第一

に主要な共同体の政治的指導者による大連合である。これは、多元社会のすべての区画、

共同体のリーダーたちが、政権に参加し、統治にあたるというものである24。それは、議会

制における大連合内閣、あるいは大統領制における大統領と最高公職者たちの大連合等、
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いくつかの異なる形態をとることができる。大連合の本質は、多元社会を統治するために

各区画、共同体のリーダーたちが政治に参加することにある。 

 第二に、少数派への拒否権の付与である。これは多数決の原理に対するアンチテーゼで

ある。多数派の意見によって決定がなされるのであれば、常に少数派の考えは通らないこ

とになる。その決定が少数派の利益に重大な影響を及ぼすような場合には、大連合そのも

のを危うくする可能性が高い。それ故、少数派に拒否権が与えられる必要があり、それに

よってこの体制の維持が保障されることになる25。拒否権が存在し、いつでもそれを執行で

きるという認識があることで、少数派の不満と不安を払拭でき、硬直状態というリスクを

回避できる。 

 第三に、比例制の原理である。これは、公務員の任命、各区画、共同体への予算配分、

政策決定を、代表者の数の比例に沿って行おうとするものである26。この原理によって内閣

閣僚の割り当てが公平になされ得る。また予算配分等において、勝者総取り的になる多数

決の原理に対して、少数派を考慮した公平な配分基準を供することができる。かくして、

あらゆる共同体、区画の代表は数に比例して、政策決定に影響力を及ぼすことができる。

これによって不公平感を緩和できると考えられている。 

 最後に、各共同体の自律である。これは、少数派の自決を尊重するというものである27。

国全体に関わるような、共通する問題の決定は、比例制の原理に基づいて、各区画の比例

にそって行われるべきだが、それぞれの区画、共同体に関わる個別の問題についての決定

は、それぞれの共同体に任さるべきだというものである。 

 多極共存型民主主義体制が存立可能な条件として、各共同体間の多元的な勢力の均衡、

つまり三つ以上の共同体が存在するが、多数派が不在であること、穏健な多党制であるこ

と、小規模国家であること、区画が分離していること、区画を代表する政党があること、

そしてそれらのエリート間の調整という伝統があること等が挙げられる28。また、異なる同

質的共同体間の縦割り的な閉鎖性、過度の自律性の保証が、共同体の区画的亀裂を固定化

させ、統合を難しくさせる可能性もあることから、各共同体の意思疎通が欠かせないと思

われる。多極共存型民主主義体制は、共同体における区画的亀裂を抱える多元社会では、

決定的な分裂を回避するという意味では、実現可能な選択肢の一つだといえよう29。 

 レイプハルトが、多極共存型民主主義体制を擁護するのは、「政治家や政治学者が、第

三世界の多元社会ではデモクラシーは機能し得ない、という確信をもったら、彼らはデモ

クラシーを導入したり、それを作動させようともしないだろう。こういった否定的な姿勢
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は、非民主主義的な統治形態が広く行われる可能性を、現実に助長することになる」30と述

べているように、第三世界にも適用可能な統合モデルと考えているからである。レイプハ

ルトは、マレーシアを第三世界では、レバノンと並んで多極共存型民主主義体制に類する

国家だと評している31。以下、彼の議論にそって、マレーシアの多極共存型民主主義体制の

あり様について見ていく。 

 マレーシアは、規模の大小をどう判断するかは難しいが、面積、人口を考えるなら、比

較的「小規模」に近い国家といえよう。それぞれの区画となる共同体は、人種、言語、宗

教、文化が異なり、相互に分離している。 

 マレーシアが多極共存型民主主義体制に類する仕組みを作り上げたのが、既に述べた、

UMNO、MCA、MICの三党によるアライアンスである。それは独立以前の 1952年に、ク

アラルンプール市での選挙において、UMNOとMCAの合同の候補が 27議席中 26議席を

獲得して、圧勝した時に始まった。その後、1955年の連邦議会選挙ではMICが加わり、52

議席中 51 議席という大勝利を獲得し、それがアライアンス政府を立ち上げることに繋が

り、1957年 8月の独立を導くことになった。 

 アライアンスは、マレーシアにおけるエスニックの連携の利点を認め、制度化したもの

である。三つのエスニック共同体のリーダーたちは、一つの大きな枠組みの中で穏便に取

引する仕組みを考案し、敏感で、感情的になりやすく、時には暴力に発展しかねない争点

に関して、民衆が過激になるのを避けようとした32。偶然の産物であったかもしれないが、

異質な共同体間での合意をはかるには、同質性を前提とするアングロ・サクソン型民主主

義体制よりも、多極共存型民主主義体制の方がより現実的であったといえよう。 

 1957年憲法は、三つのエスニック共同体のエリートたちによって立案、多極共存的な仕

組みによる交渉と取引を通して、マレー人は政府を管理すること、非マレー人は出自、あ

るいは帰化によって市民権を獲得し、自由に投票でき、政府の役職等公職に就くことがで

きるようになった33。特に、市民権の獲得は、東南アジアの華僑にとって念願であったが、

マレー人にとってそれは大幅な譲歩であり、ある種の「貸し」を作ったと考えていた。体

制はマレー的で、宗教的には信仰の自由は認められたが、イスラームが国教となった。言

語については、最終的にマレー語がマレーシア語として公用語となった。そしてマレー人

の特別な地位も保証されることになった。このようにマレー人、華人、インド人の共同体

間の妥協と便宜を通して、マレー人優遇という条件付きで、アライアンスによる多極共存

的な政治が稼働していた34。非マレー系は、平等な地位を確保し、個人主義的で、業績本位
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の教育、雇用、経済の機会均等を保障する政治を望んでいた。一方のマレー人は、特別な

地位という既得権を守りたいと考えており、ブミプトラ優位の体制を手放すつもりはなく、

UMNOのリーダーは、華人の存在を危惧しつつ、自らの統治を正当化するために非マレー

人のエリートを取り込み、協力を得る必要があった。非マレー系のエリートたちは、UMNO

の示した条件を受け、市民権の獲得と経済活動の自由と引き換えに、マレー優先という特

別措置を渋々受け入れ、アライアンスに参加したのである35。 

 かくして、初代首相のトゥンク・アブドゥル・ラーマン・プトラ（以下、ラーマン）が

採った、政治的にはエスニック・グループ間の融和、経済的には自由放任という政策、体

制が確立され、「政治はマレー人、経済は華人」という原則が立てられた。この多極共存

型民主主義体制は、UMNO、MCA、MICの三党による大連合、人口構成に即した比例の原

理36、各エスニック・グループのエリートたちの能力と信頼関係、調整力に大きく依存し

た。この体制は、1969年まで 14年間続いた。 

 しかしながら、そこには既に紛争の種が内包されていた。ラーマンの民族宥和政策の曖

昧さと生ぬるさに対して、マレー人、華人双方の不満がくすぶっていた。両者のおかれた

状況、つまりマレー人の経済的な劣位、非マレー人の政治的劣位が改善されないことにも

不平がたまっていた。また、共同体にとってアイデンティティの根幹に関わる言語の問題、

特に華語の扱いにも潜在的な不満が溜まっていた37。さらに、アライアンス内のマレー人、

華人のエリートたちが対立を避けるべく、両者の間で物事を穏便に解決しようとする仕方

に対しても不満と非難があった。UMNOの指導層は、トゥン・アブドゥル・ラザク・ビン

・フセイン（以下、ラザク）やマハティール・ビン・モハマッド（以下、マハティール）

等の「ウルトラ」と称された強硬派から突き上げられ、他方 MCA はその弱腰な対応に対

して華人野党から猛烈な反発を受け、著しく信頼を失いつつあった。 

 問題が顕在化したのが、1969年の選挙においてであった。UMNOは大幅に議席を失い、

MCA に至っては華人野党に敗れ悲惨な結果を招いた。この時、「5 月 13 日事件」として

知られる、マレー人と勝利した華人野党支持者が街頭で衝突するという暴動が発生した。

緊急事態が宣言され、議会が停止され、国家は一時国家運営会議によって統治されること

になった。ラーマン首相は辞職し、強硬派のラザクが首相になり、これによって事実上多

極共存型民主主義体制は終焉を迎えることになった38。 

 1971 年に議会が再開され、新経済政策（NEP）39が打ち立てられた。これは「経済的機

能による人種的差別を廃止」し、「すべての人種の貧困を根絶する」という名目で構想さ
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れた40。しかし、経済的機能による人種的差別を撤廃するということが、「政治的機能によ

る人種的差別を廃止する」ことを意味するものではなかった点は、留意しておくべきであ

る。結局、何ら潜在的な問題の根本的な解決には至らず、華人等の非マレー人の政治的地

位については触れられず、マレー人の政治的な地位は保持され、加えてその経済的地位の

向上をめざす、マレー優遇政策をさらに推し進めたブミプトラ政策を生み出すことになっ

た。 

 マレーシアにおける多極共存的な体制が崩れたのには、いくつかの理由があると考えら

れる。まず、レイプハルトが指摘したように、エスニック・グループ、言語、宗教等の違

いが、ヨーロッパ以上に著しい点があげられる41。次に、多極共存型民主主義体制に求めら

れる拒否権が、非マレー人には与えられていなかったことがあげられる42。そして、マレー

人と非マレー人、特に華人の不満に対するアライアンスのパートナーであるマレー側によ

る対応の不備と能力の欠如があげられる。それによってパートナー間の信頼関係が損なわ

れていったことにより、エリートの協調が働くなったことも大きな要因の一つであったと

考えられる43。 

 多極共存型民主主義体制は、多民族国家マレーシアの草創期においては、一つの実行可

能な枠組みとして、ある程度の機能を果たし得ると思われた。しかしながら、実際には、

エスニック間の平等の実現には至らなかった。それは、マレー人と非マレー人の双方にあ

った潜在的な不平、不満、さらに各共同体内のエリートと大衆の利益の乖離を解消するよ

うに働かなかった。むしろ結果的に、文化的な差異を顕在化させ、多元性を高めるという

逆説的な結果をもたらすことになった。改めて多民族国家の穏便な統合の難しさが明らか

になった。 

 

 

第 3節 文化的多元主義、多文化主義の体制と政策的展開 

：マレーシア統合のもう一つの視座 

 

 今日では、統合の問題は、エスニシティ、あるいはエスニック・グループという新しい

概念、用語を含んだ視点から議論されるようになってきた44。当初、エスニシティ、エスニ

ック・グループは、統合の阻害要因だと考えられることが多かった。しかし、いまや彼ら

を多民族国家、多文化社会のメンバーとしてどう扱うか、位置づけるかという観点から論
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じられるようになった。そこでは、エスニック・グループの帰属をめぐる選択肢として、

同化、融合を通しての統合か、連邦制、自治政府を含む自律か、共棲か、さもなければ分

離、独立かが問われることになった。もっとも、分離、独立は統合にはそぐわないので、

ここでの議論からは除外される。 

 現実に、複数のエスニック・グループ、共同体から構成される多民族国家、多元社会を

より効率的かつ、円滑に統治する統合の形態、現実の政策として、文化的多元主義、多文

化主義が採られている。しかもこれらを新たな国民統合のあり方と考える研究も少なくな

い45。そこで、マレーシア社会の統合を考察するもう一つの枠組みとして、文化的多元主

義と多文化主義を検討する。 

 文化的多元主義的な体制の典型例は、アメリカ社会である。詳しく述べるのは省略する

が、アメリカの統合の考え方は、同化論46、坩堝論47、そして文化的多元主義へと推移

し、その変形として多文化主義が登場してきた。これらを図式化すれば、同化論は

A+B+C･･･=Aであり、この場合のAはアングロ・サクソンを指している。坩堝論は 

A+B+C･･･=Xで、文化的多元主義はA+B+C･･･=A+B+C･･･である。多文化主義もA+B+C

･･･=A+B+C･･･となる48。 

 アメリカ社会は「人種の坩堝」だといわれるが、実際にはそのような融合した状態にあ

るわけではないという現実を目の当たりにすることになる。多くの移民たちは彼ら固有の

文化、伝統、ライフスタイルを守り、それらが混ざり合うことは殆ど無かった49。そこで、

「文化的多元主義」論が主張されるようになる。アメリカ社会を構成するエスニック・グ

ループ、下位文化の多様性と個性を表すものとして、「サラダボウル」論、あるいは「オ

ーケストラ」論と称される。しかし、この中には、インディアンもアフロ・アメリカンも、

そしてアジア系の移民も含まれていなかった。戦後、この文化的多元主義から、もう一つ

の潮流として多文化主義が登場する。1960年代に公民権運動が起こり、マイノリティ、エ

スニック・グループのアイデンティティの自覚などから、アフロ・アメリカン、インディ

アン、その他ヒスパニック系、アジア系を含む移民たちが、多文化主義を主張するように

なる。 

 文化的多元主義と多文化主義は混同して理解され、使用されているが、基本的には両者

は区別されなければならない50。アメリカにおける現在の主流の考え方は、後述するような

文化的多元主義である。一方の多文化主義は、特にマイノリティから湧き上がってきた主

張、運動であり、現実の政治で採用され、実施されているわけではない。両者は、指向す
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る方向と実効性が異なっている。 

  文化的多元主義は、公的領域においては、共通文化が単一でなければならないが、私的

領域においては文化の多様性、つまり複数の下位文化の存在を認める51。そこでの文化の多

元性は、あくまで私的領域に限られる。共通する単一文化とは、狭義にはアングロ･サクソ

ン的文化であるが、広義にはキリスト教文明に根づいた西洋文化が含まれる。言語は、英

語が単一の公的言語である。日常においてメキシコ系の住民がスペイン語を話すことは、

私的領域である限り容認される。またアメリカの文化的多元主義では、「法の下の平等」

という「個人主義」の伝統を尊重するために、公的機関によるマイノリティに対する関与、

支援は認められない。若干の例外を指摘すれば、アファーマティブ・アクションを取り入

れている点であろうか。 

 これに対して、アメリカにおける多文化主義は、公的文化の単一化、特に西洋文化を唯

一の公的文化とすることに抵抗を示し52、文化の多様性の保全を主張する。言語も英語に限

定せずに、複数の言語の公的な使用を要求する。また「法の下の平等」から排斥されてき

た非白人層を、経済的、社会的な差別から救済するには、政策的に公的機関による援助が

不可欠と考える。しかし、こうした多文化主義は、非白人系からの主張であり、特定の集

団の保護を主張するものであり、本来の「法の下の平等」の理念に反するとして、アメリ

カの主流からは否定的に受け止められている53 

 一方、現実に多文化主義を採用しているのは、カナダとオーストラリアである。カナダ

は建国以来、戦前、戦後の初期まで、建国の二民族、つまりイギリス系とフランス系の住

民による契約により、二言語・二文化主義の政策が採られてきた。しかし、当時は、公用

語化されていたとはいえ、まだフランス語の使用は連邦議会とケベック州議会にのみ認め

られるに過ぎなかった。ホワイト・マイノリティといわれるケベック住民の間には、二言

語・二文化政策という、一種の封じ込め策に不満が広がっていた54。しかし、1960 年代に

なると、全世界的にナショナリズムが高揚するようになり、ケベック住民によるケベック

州の分離、独立が取り沙汰されるようになる。さらに、先住民族であるイヌイットの存在、

戦前戦後を通じてのドイツ、ウクライナ等の非英仏系のヨーロッパ移民の影響力の増加、

戦後のアジア、アフリカ系の「ヴィジブル・マイノリティ」の急増により、「モザイク化」

に象徴されるカナダ社会の多民族化が顕著になる。こうしたことを背景に、1963年には、

二言語・二文化主義の委員会が設けられ、1969年には公用語法が成立、正規に英語とフラ

ンス語を連邦議会、政府の公用語とすることが決まった。1971年には、二言語・多文化主
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義政策が発表された。また 1982年憲法で、先住民の権利を認定したことで、カナダ国民の

多文化の伝統の保持、発展が憲法で保証されることになった。そして 1988年に「多文化主

義法」が成立した。 

この多文化主義法では、二言語の公用語化が、再度確認された上、他のマイノリティの

言語の承認と保護が謳われ、民族、宗教、言語においてマイノリティに属する人々の差異

を認め、彼らの文化、宗教を保全することが規定されている55。カナダの二言語・多文化主

義は、英語とフランス語の二言語政策、ならびにカナダに居住するマイノリティの言語、

民族性、宗教、文化の多様性、その権利の平等性を尊重し、保障、推進して、統合を円滑

に図ろうとする政策であり、体制である。 

 多文化主義を掲げるもう一方の国家が、オーストラリアである。戦前、戦後の初期まで

白人優先の白豪主義を唱えていたオーストラリアが、多文化主義政策へと舵を切ったのに

は、いくつかの理由がある。それは、オーストラリアが脱欧入亜、つまりアジア･太平洋国

家として経済発展を遂げようと考えたからである。それまでは、安い労働力として、南欧、

中欧等、非英語圏のヨーロッパ人の移民を受け入れ、彼らが経済を支えてきた。その後、

日本や東アジア諸国との経済関係の深化によりアジアを重視する政策に転換する過程で、

東南アジア諸国からの移民を受け入れることになった。また、1970年代のベトナム戦争時

には、インドシナ難民を大量に受け入れ、彼らが低賃金の労働者として経済を支えること

になった。アジア系の住民、非英語系ヨーロッパからの移民の処遇が大きな課題となり、

多文化主義政策を後押しした56。 

 オーストラリアの多文化主義は、カナダのそれと比べて、それ程困難を伴うものではな

かった。アングロ・サクソンと複数のエスニック・グループから構成されているが、フラ

ンス系住民のような強力なカウンターパートがいるわけではない。言語については英語が

唯一公用語であっても何ら支障はないはずである。そのような中にあって、興味深いこと

に、アングロ・サクソンの手によって、多文化主義が進められた。それは、多分に移民の

存在を意識したものであった。というのも、移住者たちは、自らの文化、言語、伝統への

愛着がきわめて強かったからである。そこで、多文化政策として、早急な同化策は採らず、

彼らの文化の維持、共存を認めつつ、長期的に統合、同化をはかろうとしたのである57。 

 オーストラリアの多文化主義では、社会的、文化的多様性を容認し、受け入れる環境作

りに重点が置かれ、マイノリティのための公的な多言語放送、多文化教育が重視され、エ

スニック・スクール、エスニック・コミュニティに対する公的援助が図られている。「法
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の下の平等」の重要性が強調され、全市民の法的な平等が基本的権利として掲げられてい

る。オーストラリアの多元主義は、一言語・多文化主義である。公用語は唯一英語である

が、他の言語をも尊重する。文化は、アングロ・サクソンが絶対ではなく、文化相対主義

的で、他のエスニック・グループの文化、宗教、伝統を公的、私的領域においても対等に

認め、受容するという政策であり、体制である。 

 多文化主義は理想的な体制、政策のように思われるが、その限界や矛盾も指摘されてい

る。例えば、本家のカナダですら、フランス文化の貫徹を叫ぶケベック州民とケベック優

遇に苛立つ英語系の中産階級が多文化主義への批判を強めていると言われる58。あるいは、

各エスニック・グループが、タコツボ的な閉鎖状態に陥り、その傾向が強くなると多文化

主義は「民族の共生」ではなく「民族の分生」という落とし穴に落ちるのではないかとも

指摘されている59。これらは、共存か、あるいは棲み分けか、それとも封じ込めか、という

多文化主義が抱える根幹に関わる課題である。 

 ところで、多文化主義は、ミルトン・ゴードンによれば、リベラル多元主義とコーポレ

イト多元主義に分けられる60。前者のリベラル多元主義は、人種的、民族的、宗教的、言語

的な起源によって、人々を差別せず、法の下での平等、教育、就業における機会均等を保

証するが、弱者や被差別者を法的に特別に救済する、逆差別的な法制化は行わない。一方

のコーポレイト多元主義は、差別を否定し、その上で、人種、民族、宗教による弱者や被

差別者は、平等の確保、背負ってきた差別の補償という観点から、特定の措置、もしくは

法制度によって救済されるべきと考える。その政治的、経済的な補償は、多極共存型のよ

うに、人口比によって配分されることが想定されている。リベラル多元主義は、文化的多

元主義と重複し、一方のコーポレイト多元主義は多文化主義と相似しているといえよう。 

 さて、これまで述べてきたとおり、多民族国家、多元社会統合のあり様は、文化的多元

主義と四つの多文化主義、つまり一言語・多文化主義、二言語・二文化主義、二言語・多

文化主義、多言語・多文化主義という五つの政策、体制が考えられよう61。これらを受け

て、マレーシアの統合の政策、体制について考えみたい。 

 マレーシアは、アメリカ、カナダ、オーストラリアと同じく、イギリスの植民地から独

立して成立した国家である。しかし、マレーシアは、いくつかの点で、三国とは異なって

いる。三国は民主主義、自由主義という立場に立った政治システムを形成し、その観点か

ら統合を進め、政策を実施してきた。一方、マレーシアは異なり、半民主主義的な体制で

ある。また、三国の統合の体制、政策は、それぞれに建国以来の移民受け入れの状況、性
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質と種類が関わっており、時々の状況によってあり方、考え方も推移してきた。これに対

して、マレーシアは、移民政策とは関わりなく、積年の複数のエスニック・グループの移

住と定住によって民族的関係が構造化、固定化された社会であることを前提に、統合のあ

り方を考える必要がある。 

 また、マレーシアで採られているアファーマティブ・アクション的な措置は、逆説的で

ある。欧米では、政治的、経済的、社会的に差別されてきたマイノリティに機会を与える

ために、講じられる措置であるのに対して、マレーシアにおいては、政治的にマジョリテ

ィであるが、経済的にはマイノリティであるとされるマレー系の経済的権利を保護し、そ

の経済的地位を向上させるために講じられているからだ。大学入学許可、採用が、人口比

で割り振られ、マレー人に有利な措置となっている。これは、二流市民ともいわれるマイ

ノリティを保護する施策ではないという点で、変則的である。 

 マレー系が描いているのは、文化的多元主義に近似の形態ではないかと考えられる。公

的な領域における一言語、一文化、つまり公用語のマレー語とマレー文化は単一であるが、

私的な領域では下位文化の多様性を認める、つまり華語、英語、タミル語、中国文化、ヒ

ンドゥー文化等は認める、といものである。一方の非マレー系である華人とタミル系、特

に華人が望んでいるのは多文化主義で、しかもカナダとオーストラリアのそれを折衷した

二言語・多文化主義的な体制ではないかと考えられる。折衷と敢えて言ったのは、華人は、

カナダのケベック州のような特定の州に居住しているわけではなく、オーストラリアのよ

うに散在して居住している。だが、数的にはマイノリティとはいえない存在であり、フラ

ンス系住民に相当する勢力であるからでる。その中で、公的領域でも、私的領域でも公的

に認められた二言語、それぞれのエスニック・グループの文化の多様性を保証する政策で

あり、体制である。 

 

 

むすび 

 

 古典的な統合論に沿って、マレーシアの統合の問題を見てきた。そこで明らかになった

ことは、従来の統合論が単一の経路を辿るという単線的な歴史観に基づいて展開されてい

るということである。西洋の経験から導き出されたこともあり、西洋と非西洋、また国家

によって、歴史的事象の生起は異なっているという認識が抜け落ちている。したがって、
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マレーシアの統合に対する分析枠組みとして、あるいは問題提起という意味では有用かも

しれないが、モデルとして有意であるとはいえないかもしれない。もう一つが、同質的な

国家、国民を自明のものと考え、統合を同化の過程と想定していることである。多様なエ

スニック・グループが溶け合って一つの国民になっていくことを当然視していると思われ

る。 

 しかしながら、それは現実社会の実態を反映したものではない。いくつかの例外はある

かもしれないが、複数の異なるエスニック・グループは混ざり合うことはない。ここで考

えられる統合は、マレーシアの事例からも明らかなように、融合することなく、混在する

エスニック・グループをいかに束ねていくかである。言い換えれば、従来の一民族・一国

民・一国家ではなく、多民族・一国民・一国家という国民国家をいかに作り上げいくかで

ある。こうした多元社会、多民族国家の統合という課題に対して、もう一つの選択肢とし

て用意されたのが、多極共存型民主主義であり、文化的多元主義、多文化主義であると思

われる。 

 マレーシアにおいて、多極共存型民主主義に類する体制は、アライアンスという政治形

態によって機能していた時期があった。しかし、それが崩壊したのは、エスニシティ、言

語、宗教等の違いが西洋世界以上に顕著であり62、それがアライアンス内のエリート間の関

係に大きく影響を及ぼしていたからと考えられる。非マレー人に拒否権が与えられなかっ

た等、体制がうまく機能する必要条件とされた要件が満たされなかったこと、マレー人、

非マレーとの人々の間にあった相互の不信感と不満が解消されなかったことが挙げられ

る。いつの日か、マレーシアが民族的確執を克服できるなら、今一度検討してもよい統合

のあり方かもしれない。 

 次に考えられる統合のあり方としては、文化的多元主義と多文化主義である。マレーシ

ア社会のいまのあり様は文化的多元主義的である。マレー系の人々はそれを支持している

と考えられる。他方、非マレー系、少なくとも華人は、二言語を前提とする多文化主義を

望んでいるのではないかと思われる。これを前述の図式になぞらえるなら、マレー系が描

いているのは、変則的な文化的多元主義で A+b+c･･･＝A+b+c･･･ということになろう。こ

の場合、Aはマレー系、b、cはそれぞれ華人、インド人を指している。なお、大文字、小

文字の違いは、影響力の強弱を示している。一方の非マレー系の人々が望むのは、対等な

関係である、多文化主義的なA+B+C･･･＝A+B+C･･･ということになろう。 

 マレー主導の政府が、ナショナル・アイデンティティ、ナショナリズムの高揚を目指し
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て、マレー語の公用語化に踏み切ったこと等を考えるなら、いまの文化的多元主義的な体

制が大きく変わるとは考え難い。各共同体の区画的亀裂は深く、その溝が埋まらぬまま、

見せかけの統合が進行している。メルティング・ポットのような民族的な融合による統合

は幻想である。しかし、サラダボウルのような民族的な個性と自律性を活かした統合を探

る道が残されているように思う。統合を穏便に進めるためには、政治的なマジョリティは、

マイノリティに対して寛容である必要があり、それを認識し、具現化した構造改革、意識

改革を行うことが求められているといえよう。 
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